
沖縄県職員措置請求書

沖縄県監査委員殿

第 1 請求の要旨

仁、

令和元年 12月 23日

沖縄県(以下「県Jという。)は、令和元年 5月 24日、一般社団法人子

ども被災者支援基金(以下「子ども被災者支援基金」という。)を代表者と

する万国津梁会議設置等支援業務スタートチーム(以下「本コンソーシア

ム」という。)との間で、県を発注者、本コンソーシアムを受注者とする令

和元年度万国津梁会議設置等支援業務委託契約(以下「本業務委託契約J

という。)を締結した(資料 1)。

しかし、本業務委託契約は、契約内容及び契約の相手方である受注者の

選定過程において、正当性・妥当性を欠くものであり、同契約締結は違法・

不当な契約締結に当たる。
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また、本業務委託契約第 16条第 l項・第 2項に基づき、令和元年 6月

1 0日に金 722万円、同年 8月 6日に金 722万円、同年 9月4日に金

722万円(合計金 21 6 6万円)が県から本コンソーシアムに対し支払

われている(資料 2の 1~ 3)。

上記の通り、本業務委託契約締結は違法・不当な契約締結であるから、

上記 21 6 6万円の支払は、違法・不当な公金の支出に当たる。

仮に、本業務委託契約締結が違法・不当な契約締結に当たらないとして

も、着手時を除いた業務委託料の概算払いについては「委託事業の進捗度

合いに応じて」支払わなければならないところ(資料 1・本業務委託契約

第 16条第 1項(2)・第 2項)、上記支払の内、 1444万円については進捗

度合いに応じた支払がなされていないことから、違法・不当な公金の支出

に当たる。

よって、請求者らは、沖縄県監査委員に対し、監査を求め、県知事玉城康

裕が本業務委託契約を解除した上で本コンソーシアムに対し金 21 6 6万

円の返還を求めること、予備的に、県知事玉城康裕が本コンソーシアムに対

し金 1444万円の返還を求めることを勧告することを求める。

第2 請求の理由

l 違法・不当な契約締結について

(1) 契約締結自体に正当性・妥当性がないこと

本業務委託契約の具体的内容については、契約書添付の令手口元年度万

国津梁会議設置等支援業務委託仕様書(以下「本業務委託仕様書」とい

う。)の r4委託業務内容」に定められており(資料 1)、 r(1)会議等の

運営支援」及び r(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」が

主要な業務であるとされている。

しかし、以下に述べる通り、本業務委託仕様書に指定されている r(l)会

議等の運営支援」及び r(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまと
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めJについては、主として県職員が現に対応した業務ないしは対応可能

な業務であり、業務委託を行う必要性は全くない。

ア r(1)会議等の運営支援」について

r (1)会議等の運営支援」としては、「①会議の運営業務」として「会

場確保及び設営※会議会場は基本的に県庁周辺で開催Jr資料整理J

「各委員の日程等連絡調整Jr会議進行(委員長が進行する部分を除く)

及び補助※必要な場合Jr通訳手配等※必要な場合」が挙げられ、そ

の他に「②会議の内容に関する情報収集及び資料作成(外国語対応を

含む)J r③議事録作成(概要版、詳細版)J r④委員への報酬費(日額

27，000円)及び旅費の支払いJr⑤委員の旅行手配※必要な場合Jr⑥ 

会議に係るお茶等準備、運営資料作成・準備等Jr⑦会議運営等に係る

経費の支払いJr③その他会議の運営等に必要なことj が挙げられてい

る。

上記各業務のうち、まず「①会議の運営業務Jr会場確保及び設営」

については、「会議会場は基本的に県庁周辺で開催Jと指示されている

ことからして、県庁や公共施設で会議を開催すれば事足りるのである

から、あえて会場確保・設営のために業務委託をする必要はない。実

際、実施された万国津梁会議 5回の内訳は、県庁で実施されたのが 2

回、公共施設が 1回、ホテルが 2回あることからしでも(資料 16・

6~7 頁)、業務委託が不要であるととは明らかである。また、「資料

整理」については、県庁職員や各委員が作成した資料を整理する業務

となるので、今まで担当していた県庁職員が行った方が効率的・効果

的であり、業務委託の必要はない。「各委員の日程等連絡調整」につい

ても、各委員を選定した県庁の各部局の職員が連絡調整すれば済む話

であり、委託の必要はない。実際に、県文化観光スポーツ部長は、議

会答弁において「当然担当課も交えまして、委員の皆様とその会議受
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託者の中で調整が行われているJと述べている(資料 18・5頁)0 r会

議進行(委員長が進行する部分を除く)及び補助※必要な場合」につ

いても、会議には県庁職員が必ず随行しているのであるから、必要な

場合の進行・補助は、県庁職員が対応すれば何ら問題はなく、委託の

必要はない。さらに「通訳手配等※必要な場合」については、県庁職

員が手配すれば済むのであるから、あえて中聞に業者を入れて、二度

手間になるような業務委託をする必要はない。

次に、「②会議の内容に関する情報収集及び資料作成(外国語対応を

含む)Jについては、今まで行政側で作成した資料及び各委員が作成し

た資料以外に、委託された業者が独自に作成すべき資料の必要性がなけ

れば、業務委託する必要はない。ところが、実際に本コンソーシアムが

作成した資料は一切ないのであるから(資料 18 ・ 6~7 頁)、業務委

託の必要性がなかったことは明らかである。

次に「③議事録作成(概要版、詳細版)J及び「⑥会議に係るお茶等

準備、運営資料作成・準備等」については、県で実施されている様々な

会議と同様、担当部局の職員にて十分に対応可能であり、また、会議内

容を所管する部局の職員の方が、中身を把握しており、柔軟性をもって、

効率的・効果的な対応が期待できることから、委託の必要性は皆無であ

る。

次に「④委員への報酬費(日額 27，000円)及び旅費の支払い」及び

「⑦会議運営等に係る経費の支払い」については、万国津梁会議以外の

審議会の委員報酬等と同じく、会計課等がその都度処理すれば何ら問題

はないのであるから、わざわざ二度手間となる業務委託をする必要はな

い。

最後に「⑤委員の旅行手配※必要な場合」については、旅行の手配

が必要な場合だけ、旅行会社等に依頼すれば済むのであるから、業務委
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託の必要はない。

以上の返り、 r(1)会議等の運営支援」については、委託の必要性は全

くない。

イ r(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」について

上記(1)②において述べた通り、行政側及び各委員が作成した資料以外

に、受託業者が独自に作成すべき資料はなく、実際に本コンソーシアム

が作成した資料は一切ないことから、業務委託の必要性はない。

ウ小括

以上の通り、本業務委託仕様書に指定されている r(1)会議等の運営

支援」及び r(3)資料収集・資料作成、会議の報告等取りまとめ」につ

いては、主として県職員が現に対応した業務ないしは対応可能な業務で

あり、業務委託を行う必要性は全くないから、本業務委託契約を締結す

ること自体に正当性・妥当性はなく、本業務委託契約締結は不当な契約

締結に当たる。

(2) 契約内容が正当性・妥当性を欠いていること

ア 業務委託料の金額設定について

本業務委託契約は、令和元年 5月 24日に業務委託料 24，077，000円

にて締結されているが(資料1)、その金額の設定根拠は、本コンソー

シアムが提出した同日付の見積書(以下「本見積書Jという。)である

(資料 3)。

本見積書の内訳を見ると、県の提示した平成 31年度万国津梁会議

設置等支援業務委託企画提案仕様書(以下「本企画提案仕様書」とい

う。) (資料 4) の通り、会議構成について、「会議 5名(県内 2名、

県外 2名、海外 1名) X 5会議=25名Jr会議の開催頻度:年 2回×

5会議=10回」として費用を算出されており、委員報酬費は r27，000

円/回Jr 50回J合計 1，350，000円が計上されている。ところが、本企
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画提案仕様書に指定がないにもかかわらず、「委員日当」として合計

310，000円が別途計上されており、本見積書が不必要な費用を計上して

いることが分かる。

また、本企画提案仕様書には「会議毎に担当者を設置すること(企

画提案では 5つの会議を想定)Jとされているにもかかわらず、本見積

書では「会議運営担当者(責任者)J 1会議運営担当者(スタッフ) 1会

議運営担当者(スタッフ)Jとなっており、会議運営担当者の人件費は

3名分しか計上されていない。すなわち、本見積書は、万国津梁会議

が実際には 3つの会議しか設置されないことを前提に作成されたもの

であり、本企画提案書にそぐわない内容となっている。なお、本見積

書の内容に呼応するかの如く、本業務委託契約書に添付されている本

業務委託仕様書(資料1)には、本企画提案書の内容と異なり、 15つ

の分野全ての会議が立ち上がるとは限らないことに留意」と注意書き

がなされている。

さらに、本見積書には、「会議室賃料J1100，000円/回J110回」と

して合計 100万円が計上されている。前述した通り、会議室につい

ては県庁周辺を確保する旨の指定があり、県庁や公共施設での開催が

十分可能であるから、全ての会議について 1回 10万円もの経費を計

上するのはあまりに杜撰であり、いたずらに業務委託費を吊り上げよ

うとして算定したものと言わざるを得ない。また、本見積書は、人件

費の単価をほ，800円/時間」、お茶代 110，000円/回」と高額に設定し

ており、明らかに精査されていない内容となっている点についても付

言する。

以上の通り、本見積書は全く精査されていない内容であるにもかか

わらず、本業務委託契約は、本見積書と同額の業務委託料にて契約締

結をしており、明らかに不当な契約締結である。
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イ 委員の報酬額設定について

本業務委託契約は、本業務委託仕様書(資料1)において、万国津

梁会議の委員に対する報酬を日額 27.000円支払うよう指定して

いる。

しかし、沖縄県における審議会の委員及び専門委員の報酬については、

規則により日額 9. 3 0 0円と定められており(資料 5)、同報酬と比

して、万国津梁会議の委員を 27.000円と高額に設定する乙とに合

理的理由は見当たらない。

したがって、委員報酬を日額 27.000円と設定して決定した本委

託契約の業務委託料は高額に過ぎ、本業務委託契約は不当な契約締結に

当たる。

(3) 契約の相手方の選定過程が正当性・妥当性を欠いていること

アはじめに

本件委託契約については、「県内外・海外で活躍する見識の高い有識

者等との外国語対応を含む連絡調整や日程等の調整、幅広いテーマに

おける海外の先進事例等の情報収集や会議に係る資料作成等を行うと

ともに、幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置

することが求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的

を達成するためには、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定

した業者と随意契約をすることが必要である」として、企画提案募集

がなされた(資料 6)。

そして、企画提案応募要領には、参加資格として r(l)当該委託業

務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等につい

て十分な管理能力を有していることJr (3)類似の会議運営等事業の受

託実績があり、想定する委託期間内において別添仕様書に基づく業務

内容を遂行する能力を有することJr (4)県内において業務進捗状況又
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は業務内容に関する打ち合わせに対して、迅速に対応できる体制を有

しているとと」との要件が定められている(資料7)ロ

本コンソーシアムが作成した「令手口元年度万国津梁会議設置等支

援業務業務実施計図書J(資料 8)によれば、子ども被災者支援基金

は、本コンソーシアムの代表者として全体調整の役割を担っており、

統括責任者、事務局スタッフ(各部門打合せ・資料作成・有識者調整

等)、事務局スタッフ(日程調整・旅費計算・各種支払手続き等)、事

務局スタッフ(スケジュール管理・ l候票類管理・統括責任者補佐)が

置かれている。それゆえ、子ども被災者支援基金は、本業務委託契約

を履行する上で、最も重要な役割を担っている者として、上記(1)、(3)

及び(4)の参加資格要件を当然に満たしていなければならない。

しかし、以下に述べる通り、子ども被災者支援基金は、上記(1)、(3)

及び(4)の参加資格要件を満たしていない。

イ 参加資格要件(1)を満たしていないこと

そもそも、子ども被災者支援基金は一般社団法人として営利目的での

設立は許されておらず(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第

1 1条第 2項)、その経営基盤及び資金管理能力を財務諸表等により判断

することは困難である。

そして、子ども被災者支援基金は、平成 28年 7月6日に設立された法

人であり、本業務委託契約を締結した令和元年 5月 24日時点で、わずか

3年弱しか事業を行っていない(資料 9)。

したがって、子ども被災者支援基金において、本件委託業務を円滑に

遂行するために必要な経営基盤を有すること及び資金等について十分な

管理能力を有しているものと認めることはできない。

よって、子ども被災者支援基金は参加資格要件 i(1)当該委託業務を円

滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かっ資金等について十分な管
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理能力を有していること」を満たしていない。

ウ 参加資格要件(3)を満たしていないとと

本業務委託契約の内容は「沖縄 21世紀ビジョンの基本理念及び5つ

の将来像を実現し、新時代沖縄を構築するために、更なる政策の推進が

必要であり、有識者等から意見を聴くため「万国津梁会議」を開催し、

効果的な議論等を促すための万国津梁会議設置等支援に係る業務を行う J

というものである(資料 1.本業務委託仕様書)。そして、万国津梁会議

は、①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人

財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野から

複数の会議の設置を予定していることから、本業務委託契約においても、

複数の担当者を配置すべきものと指定されている(資料 l・本業務委託

仕様書)。

また、当該担当者の主要な役割である「資料収集・資料作成、会議の

報告等の取りまとめ」について、「万国津梁会議では、海外を含め見識の

高い有識者等を招鴨し、知事が示す幅広いテーマ等の議論に資するため、

各委員と調整しながら海外等の先進事例等の情報収集や資料作成等を行

う」旨指定されている(資料 1.本業務委託仕様書)。

それゆえ、本委託業務の参加資格(3)における「類似の会議運営等事業

の受託実績」とは、単独のテーマに対する会議運営等事業を受託した実

績をいうのではなく、万国津梁会議が予定している①人権・平和、②情

報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④人財(材)育成・教育・福

祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野という幅広いテーマに対応し

た会議運営等事業の受託実績というべきである。そのことは、本業務委

託契約に関する企画提案募集の理由において、「幅広いテーマに対応する

高い能力を有する担当者を複数配置することが求められており、会議を

効率/効果的に運営して事業目的を達成するために、広く公募を行いプ
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ロポーザル方式によって選定した業者と随意契約をすることが必要であ

るJ(資料 6)とされているととからも明らかである。

ところが、子ども被災者支援基金の目的は「保養の権利を持っすべて

の子どもたちに支援が行きわたるための活動として、保養プログラムを

実施する全国の団体と連携し、保養参加への機会を増やすための助成金

の提供と、保養プログラムの質の向上に向けた中間支援活動を行う事」

であり、当該目的を達成するための事業として r(l)保養団体に対し資金

を助成する事業Jr (2)保養プログラムの実施を促進する事業Jr (3)保養

プログラムにかかわる人材を育成する事業Jr (4)保養に関する情報の収

集、提供、共有、発信等を行う事業Jr(5)保養の質を高める事業Jr (6)そ

の他この法人の目的達成のための事業」を行っているにとどまる(資料

9 )。

それゆえ、子ども被災者支援基金においては、万国津梁会議が予定し

ている①人権・平和、②情報・ネットワーク・行政、③経済・財政、④

人財(材)育成・教育・福祉・女性、⑤自然・文化・スポーツの分野と

いう幅広いテーマに対応した会議運営等事業の受託実績は皆無であると

言わざるを得ない。そのことは、子ども被災者支援基金のホームページ

「事業内容」を見ても明らかであり(資料 10 )、万国津梁会議が予定し

ている上記①~⑤の各分野の内、④の人材育成事業しか類似のものは見

当たらない。

また、子ども被災者支援基金は、平成 28 (2016)年 7月 6日に設

立された法人であり、わずか 3年足らずしか事業実績はない(資料 9)。

子ども被災者支援基金のホームページ上の「お知らせ」欄を見ても、

r 2017-01-20 2017年パートナーシップ説明会開催のお知らせ」

r2017-02・28自然体験活動における子ども達に対する性的虐待事案に関

してJr2018-02-12 2018年度パートナーシップ登録および助成金説明会
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開催のお知らせJr2018・10-2511月 17・18日「保養の未来を創る、学び

と気づきの研修会」開催のお知らせJr2019・01-14新規事業展開のための

沖縄事務所開設」の 5項目しか存在しない(資料 10)。すなわち、子ど

も被災者支援基金は、万国津梁会議が予定している幅広い分野に関する会

議運営等事業はおろか、自身の目的である子ども達の保養プログラムに関

する事業でさえ、ほとんど実績は認められない。

したがって、子ども被災者支援基金において、万国津梁会議が予定して

いる幅広い分野に関する会議運営等事業の実績は一切認められないので

あるから、本業務委託契約に基づぎ業務内容を遂行する能力を有している

とは到底認めることはできない。

よって、子ども被災者支援基金は参加資格要件 r(3)類似の会議運営等

事業の受託実績があり、想定する委託期間内において別添仕様書に基づく

業務内容を遂行する能力を有すること」を満たしていない。

エ 参加資格要件(4)を満たしていないこと

前述の通り、子ども被災者支援基金は平成 28年 7月 6日に設立され

たばかりの法人であり、その事業実績はわずかである。また、その主た

る事務所の所在地は「山形県寒河江市」、子ども被災者支援基金の代表理

事である鈴木理恵氏の住所地は「愛知県愛西市Jといずれも沖縄県外で

あるから(資料 9)、沖縄県内において業務進捗状況・業務内容に関する

打合せに対して「迅速にJ対応することは不可能である。

また、子ども被災者支援基金は、そのホームページ上で、「新規事業展

開のため」と称して、本年 (20 1 9年) 1月 14日に沖縄事務所を開設

した旨掲載しているが(資料 10)、沖縄事務所における事業実績は一切

ない。そして、沖縄事務所はアパートの一室に過ぎず、沖縄県職員もその

実態を把握していないなど(資料 13・2頁)、沖縄事務所の運営状況は

極めて不透明である。

11 



さらに、たったー名しか居ない沖縄事務所の職員であった徳森氏は、本

年 9月 30日付で退職しており(資料 15・5頁)、業務進捗状況・業務

内容に関する打合せに対して「迅速に」対応する体制が整っていないこと

は明らかである。

したがって、子ども被災者支援基金は参加資格要件 r(4)県内において

業務進捗状況又は業務内容に関する打ち合わせに対して、迅速に対応でき

る体制を有していること」を満たしていない。

オ プロポーザル方式による選定とはいえないこと

上記の通り、子ども被災者支援基金は、 (1)、(3)及び(4)の参加資格要件

をいずれも満たしていないが、県は参加資格要件を十分に吟味せずに、

子ども被災者支援基金を代表者とする本コンソーシアムとの間で本業務

委託契約を締結するに至っている。

このように参加資格要件のチェックが杜撰となってしまったのは、プロ

ポーザル方式による選定がきちんと行われていないことに原因がある。

そもそも本業務委託契約は、「県内外・海外で活躍する見識の高い有識

者等との外国語対応を含む連絡調整や日程等の調整、幅広いテーマにおけ

る海外の先進事例等の情報収集や会議に係る資料作成等を行うとともに、

幅広いテーマに対応する高い能力を有する担当者を複数配置することが

求められており、会議を効率/効果的に運営して事業目的を達成するため

には、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定した業者と随意契約

をすることが必要であるJとの理由から企画提案募集がなされたのである

(資料 6)。それゆえ、少なくとも①見識の高い有権者等との外国語対応

を含む連絡調整が行える体制づくり、②幅広いテーマにおける海外の先進

事例等の情報収集及び資料作成能力、③幅広いテーマに対応する高い能力

を有する複数の担当者の実績などについて、最低でも 2業者(ないしコン

ソーシアム)から企画提案をさせた上で、比較検討して契約の相手方を選
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定する必要があった。

しかし、企画提案したのは本コンソーシアムのみであり、提案内容を比

較検討することなく、契約の相手方が選定されるに至っている(資料 1

7・3頁)。

しかも、本コンソーシアムの企画提案内容は、 rr万国津梁会議のために

私たちができること~ r誰一人取り残さない」優しい沖縄社会と SDG

s ~J などと抽象的なスローガンを掲げるにとどまり、①見識の高い有権

者等との外国語対応を含む連絡調整が行える体制づくり、②幅広いテーマ

における海外の先進事例等の情報収集及び資料作成能力、③幅広いテーマ

に対応する高い能力を有する複数の担当者の実績などについて、何ら具体

的な提案はなされていない(資料 11)。

このように、本コンソーシアムは、本業務委託契約に必要不可欠な企画

提案(プロポーザル)を行っておらず、他者との比較検討もなされないま

ま、契約の相手方と選定されるに至っており、もはや本業務委託契約の相

手方は、正当・妥当なプロポーザル方式による選定がなされたとはいえな

い。

なお、本業務委託契約締結の前日である 5月 23日に、県知事は子ども

被災者支援基金の代表者である鈴木理恵氏及び同沖縄事務所担当者であ

る徳森氏らと会食しており(資料 19 ・ 7~8 頁)、本業務委託契約の相

手方については、プロポーザルによる選定ではなく、初めから子ども被災

者支援基金に決められていた疑いさえある。実際、子ども被災者支援基金

は、令和元年 4月 17日に県が本業務委託契約について公募するに当たっ

て実施した「万国津梁会議設置等支援業務委託募集説明会」にすら参加し

ておらず(資料 12)、適切な企画提案を行っていない。

カ小括

以上の通り、子ども被災者支援基金は、上記(1)、(3)及び(4)の参加資格
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要件をいず、れも満たしていない。また、本業務委託契約は、広く公募を行

いプロポーザル方式により相手方を選定する必要があったにもかかわら

ず、本コンソーシアムからは適切な企画提案(プロポーザル)がなされて

おらず、他者との比較検討もなされないまま、本コンソーシアムが契約の

相手方と選定されている。

したがって、県は、子ども被災者支援基金が代表者である本コンソーシ

アムが参加資格要件を満たさしていないにもかかわらず、本コンソーシア

ムの企画提案を十分に吟味せず、また、他者との比較検討も行わないまま、

本コンソーシアムとの閑で本業務委託契約を締結したものであるから、本

業務委託契約は受注者の選定過程において、正当性・妥当性を欠くもので

あり、同契約締結は違法・不当な契約締結に当たる。

(4) まとめ

以上の通り、本業務委託契約は、そもそも業務委託すべき性質の業務

ではないことから契約締結の必要性なくして締結されたものであり、そ

の契約内容についても業務委託料が不当に定められたものであり、また、

契約の相手方の選定過程においても正当性・妥当性を欠くものであるか

ら、本業務委託契約の締結は違法・不当な契約締結に当たる。

2 違法・不当な公金の支出について

県から本コンソーシアムに対しては、令和元年 6月 10日に金 722万

円、問年 8月6日に金 722万円、同年 9月4日に金 722万円(合計金

2 1 6 6万円)が支払われている(資料 2の 1~ 3)。

上述した通り、本業務委託契約締結は違法・不当な契約締結であるから、

同契約に基づいて本コンソーシアムに対して支払われた合計金 21 6 6万

円は、違法・不当な公金の支出に当たる。

仮に、本業務委託契約締結が違法・不当な契約締結に当たらないとして

も、着手時を除いた業務委託料の概算払いについては「委託事業の進捗度

14 



合いに応じて」支払わなければならない(資料 1・本業務委託契約第 16 

条第 l項(2)・第 2項)。

本業務委託契約は、そもそも 5つの分野での会議を年 2回、合計 10回

の会議を予定していたものであるが、万国津梁会議については米軍基地問

題に関する会議が 2回、児童虐待に関する会議が 2回、 SDGsに関する

会議が l回、合計 5回しか会議が開催されていない(資料 16・6頁)。そ

して、本コンソーシアムから県に対しては、業務報告書その他の成果物は

一切提出されていない。

したがって、上記支払の内、令和元年 8月6日に支払われた金 722万

円、同年 9月4日に支払われた金 722万円、合計 1444万円について

は進捗度合いに応じた支払とは認められないから、違法・不当な公金の支

出に当たる。

なお、県文化観光スポーツ部長は、議会答弁において「契約は 5分野に

ついてそれぞれ 10回行うというところで契約を行っている…・・実際に少

ない回数であるというようなことがございましたら、しっかりと精算でそ

の辺は処理することとしたい」と述べている(資料 14・10頁)。

3 結論

よって、請求者らは、沖縄県監査委員に対し、監査を求め、県知事玉城康

裕が本業務委託契約を解除した上で本コンソーシアムに対し金 21 6 6万

円の返還を求めること、予備的に、県知事玉城康裕が本コンソーシアムに対

し金 1444万円の返還を求めることを勧告することを求める。

上記のとおり地方自治法第 242条第 l項の規定により、別紙事実証明書を

添え必要な措置を請求します。

以上
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